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令和６年度外来機能報告結果及び重点医療機関の公表（案）

１

番
号

医療機関名称
初診に占める
重点外来割合

再診に占める
重点外来割合

紹介率 逆紹介率
一般
病床数

備考

１
独立行政法人労働者健康安全機構
香川労災病院

60.1％ 30.6％ 89.1％ 123.4％ 404床 地域医療支援病院

２
社会医療法人財団大樹会
総合病院回生病院

50.7％ 29.8％ 63.0％ 79.6％ 346床 地域医療支援病院

３
独立行政法人国立病院機構
四国こどもとおとなの医療センター

42.1％ 27.7％ 85.3％ 81.2％ 667床 地域医療支援病院

４ 三豊総合病院 64.0％ 32.3％ 69.4％ 113.7％ 458床 地域医療支援病院

紹介受診重点外来の基準を満たす×医療機関からの意向あり

○ 国のガイドラインにおいて、「重点外来の基準を満たし、かつ、意向がある医療機関」については、特別の事情
（※）がない限り、紹介受診重点医療機関になるものとされていることから、紹介受診重点医療機関として公表す
ることとしたい。

（※）特別の事情とは、地域の医療機関が少なく、例えば、小児科などの診療科において、当該医療機関が地域の初診患者のほとんど
を受け入れているような場合が想定される（厚生労働省のＱＡより）。

令和６年度外来機能報告結果（抜粋）

紹介受診重点医療機関としての公表（案）

※ 紹介受診重点外来の基準を満たす ×医療機関からの意向なし
紹介受診重点外来の基準を満たさない×医療機関からの意向あり

該当なし



（参考）紹介受診重点医療機関に関する協議の概要

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、令和３年５月に「良質かつ適切な医療を効

率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が公布され、紹介患者への外来を基

本とする医療機関「紹介受診重点医療機関」を明確化することとされた。

※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担

の対象となる。

紹介受診重点医療機関について

○ 併せて、外来機能報告制度が創設され、医療機関は都道府県に対して、外来医療の実施状況や紹介受診重点医療

機関となる意向の有無等を、報告することとなった。

○ 主な報告内容は次のとおり。

・ 「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況

・ 紹介、逆紹介の状況

・ 紹介受診重点医療機関となる意向の有無

・ その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進のための必要な事項

外来機能報告

外来医療の機能の明確化・連携イメージ（厚生労働省資料抜粋）

２



（参考）紹介受診重点医療機関に関する協議の概要

○ 外来機能報告を踏まえて、医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）に関する基準（※）、紹介受診重点医

療機関の役割を担う旨の医療機関の意向等を参考に、「地域の協議の場（地域医療構想調整会議）」で協議を行い、

協議が整った場合は、紹介受診重点医療機関として公表。

※基準は以下のとおり。

初診に占める「重点外来」の割合40％以上 かつ 再診に占める「重点外来」の割合25％以上

「重点外来」とは、①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来（悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

②高額等の医療機器・設備を必要とする外来（外来化学療法、外来放射線治療 など）

③特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来 など）

地域医療構想調整会議における協議

【協議の考え方（厚生労働省「外来機能報告等に関するガイドライン」より）】

医療機関からの意向あり 医療機関からの意向なし

紹介受診重点外来の
基準を満たす

特別の事情がない限り、紹介受診重点医療機関と
なる。

医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、
地域の医療提供体制の在り方を協議した上で、制
度趣旨を踏まえ、改めて意向を確認。

紹介受診重点外来の
基準を満たさない

紹介・逆紹介率等（※）を活用し、協議する。 ー

※ 協議に当たっては、紹介率・逆紹介率の水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）、当該医療機関の機能（特定機能病院、地域医療支援病
院等）、外来医療の実施状況や地域性等を参考とする。

○ 協議が整った場合、紹介受診重点医療機関となることについて、県から厚生労働省及び医療機関に通知。

○ 通知後、県及び厚生労働省のホームページにおいて、紹介受診重点医療機関のリストを公表する。

紹介受診重点医療機関の公表

①

③

②

３



（参考）外来機能報告結果に基づく医療機関の分布図

４

○西部構想区域における初診及び再診の
重点外来割合の分布

○西部構想区域における紹介率及び逆紹介率の分布

「重点外来割合」に関する基準
・初診基準（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する

外来」の件数の占める割合）：40％以上
・再診基準（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する

外来」の件数の占める割合）：25％以上

「紹介率・逆紹介率」に関する基準※
※重点外来割合を満たさないが、意向ありの医療機関について
協議を行う際に参考とすることとされている。

・紹介率（％）＝紹介患者数÷初診の患者数×100：50％以上
・逆紹介率（％）＝逆紹介患者数÷初診の患者数×100：40％以上

再診に占める割合（％）

初診に占める割合（％）

逆紹介率（％）

紹介率（％）
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【重点外来基準】
初診に占める割合40％・再診に占める割合25％以上

【参考水準】紹介率50％・逆紹介率40％以上

四国こどもとおとなの
医療センター

総合病院回生病院

三豊総合病院

香川労災病院

香川労災病院
四国こどもとおとなの
医療センター

三豊総合病院

総合病院回生病院


